
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下

免
許
法

と
い
う
。
）

第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岡
山
県
教
育
委
員
会
（
以
下

県
教
育
委
員
会

と
い
う
。
）
の
所

管
に
係
る
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
及
び
延
長
並
び
に
免
許
状
更
新
講
習
（
免
許
法

第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
状
更
新
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た

こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
（
以
下

更
新
講
習
修
了
確
認

と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ

の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
講
習
を
受
講
で
き
る
者
）

第
二
条

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の

免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
岡
山
県
内
の
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
の
う

ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
岡
山
県
内
の
教
育
委
員
会
の
職
員
と
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

教
育
長
の
職
に
あ
る
者

二

教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
置
か
れ
る
部
課
（
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項

の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
職
に
あ
る

者
三

教
育
機
関
（
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
所

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
職
に
あ
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に

関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
者

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一

岡
山
県
内
の
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

岡 山 県 公 報平成 年 月 日 号 外

じ
、
引
き
続
き
国
、
岡
山
県
又
は
岡
山
県
内
の
市
町
村
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
三
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
若
し
く
は
独
立
行
政
法

人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立

行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
職
員
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関

す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

岡
山
県
内
に
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

学
校
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
る
義
務
を
課
す
者
）

第
三
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九

号
。
以
下

改
正
省
令

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。

改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

岡
山
県
内
の
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
、
引
き
続
き
岡
山
県
又
は
岡
山
県
内
の
市
町
村
若
し
く
は
国
立
大
学
法
人
の
職
員
と
な
っ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務

に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

岡
山
県
内
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校

を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者

（
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
）

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

施
行
規
則

と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
免
許
管
理
者

が
定
め
る
者
は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
者
と
す
る
。

改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す

る
者
と
す
る
。

（
優
秀
教
員
表
彰
）

第
五
条

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
表
彰
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
免
許
状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教

育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下

改
正
法

と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
ま
で
の
十
年
間
に
行
わ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
。

一

文
部
科
学
大
臣
に
よ
る
表
彰

二

岡
山
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
第
二

条
の
個
人
の
表
彰



（
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
）

第
六
条

免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
及
び
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

有
効
期
間
更
新
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

二

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
授
与
証
明
書
又
は
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
の
普
通
免
許
状
又
は

特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
若
し
く
は
延
長
に
関
す
る
証
明
書

三

免
許
法
第
七
条
第
四
項
の
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
又
は
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の

一
部
の
履
修
に
関
す
る
証
明
書

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
に
該
当
す
る
者
が
申
請
す
る
場
合
に

お
け
る
免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
及
び
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

免
許
状
更
新
講
習
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

三

前
条
に
規
定
す
る
表
彰
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し

（
有
効
期
間
の
延
長
の
申
請
）

第
七
条

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
の
申
請
書
及
び
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

有
効
期
間
延
長
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

三

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
や
む
を
得
な
い
事
由
を
証
す
る
書
類

（
旧
免
許
状
所
持
者
の
申
請
）

第
八
条

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
及
び
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
申
請

イ

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）

ロ

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
授
与
証
明
書
、
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
更
新
講
習

修
了
確
認
に
関
す
る
証
明
書
、
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
二
条
第

三
項
第
三
号
の
確
認
に
関
す
る
証
明
書
、
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期
に
関
す
る
証
明
書
又
は
改
正
省
令
附
則
第

十
五
条
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認
定
に
関
す
る
証
明
書

ハ

免
許
法
第
七
条
第
四
項
の
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
又
は
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程

の
一
部
の
履
修
に
関
す
る
証
明
書

二

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
請

イ

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項

第
三
号
の
確
認
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）

ロ

前
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

三

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
請

イ

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）

ロ

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

岡 山 県 公 報平成 年 月 日 号 外

ハ

改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
事
由
を
証
す
る
書
類

四

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
請

イ

免
許
状
更
新
講
習
免
除
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）

ロ

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

第
五
条
に
規
定
す
る
表
彰
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し

ニ

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定

に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号
）
に
該

当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

（
証
明
書
の
再
交
付
）

第
九
条

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
又
は
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
の
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
証
明
書
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
を
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

事
項
は
、

の
下
に

別
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、

を
加
え
る
。



報公県山岡成平 年 月 日 外号
修
了
し
，
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

（
注
）

開
設
者
が
発
行
す
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修

証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
免
許
種
欄
は
，
教
諭
（
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
）
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
教
を
，
養
護
教

諭
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
養
を
，
栄
養
教
諭
免
許
状
に
対
応
す
る

講
習
の
場
合
は
栄
を
印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
（
複
数
あ
る
場
合
は
該
当
す
る

も
の
す
べ
て
を
印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
）
。

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

有
効
期
間
更
新
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

（
注
）

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関
及
び
職
名
欄
は
，
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空
欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第

条
の

第
項
の
規
定
に
よ
り
，
免
許

状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
。

更
新
を
申
請
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

有
効
期

間
更
新
証
明
書
（
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
場
合
は
有
効
期
間
延
長
証
明
書
）

の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関

職
名

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

事
項

開
設
者

修
了
（
履
修
）
年
月
日

対
象
免
許
種

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
，
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

年
月

日

教
科
指
導
，
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

年
月

日
年

月
日

年
月

日

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄



報公県山岡成平 年 月 日 外号
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
事
由

（
注
）
表
彰
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
，
表
彰
を
行
っ
た
主
体
も
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

〔
証
明
者
記
入
欄
〕
（
注
）
上
記
の
免
除
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

上
記
の
者
は
，
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
年
文
部
省
令
第
号
）
第
条
の
に

規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

年
月

日
印

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

免
許
状
更
新
講
習
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

（
注
）

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関
及
び
職
名
欄
は
，
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空
欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第

条
の

第
項
の
規
定
に
よ
り
，
免
許

状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
に
よ
る
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
。

更
新
を
申
請
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

有
効
期

間
更
新
証
明
書
（
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
場
合
は
有
効
期
間
延
長
証
明
書
）

の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関

職
名



報公県山岡成平 年 月 日 外号
延
長
前
の
有
効
期
間

年
月

日

延
長
を
申
請
す
る
有
効
期
間

年
月

日

延
長
事
由

（
年
月
日

年
月
日
）

〔
証
明
者
記
入
欄
〕
（
注
）
上
記
の
延
長
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

上
記
の
者
は
，
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
条
の
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
。

年
月

日
印

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

有
効
期
間
延
長
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第

条
の

第
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法

施
行
規
則
（
昭
和
年
文
部
省
令
第
号
）
第
条
の
の
規
定
に
よ
り
，
免
許
状
の
有
効
期
間

の
延
長
を
申
請
し
ま
す
。

延
長
を
申
請
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

有
効
期

間
更
新
証
明
書
（
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
場
合
は
有
効
期
間
延
長
証
明
書
）

の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
校
・
機
関

職
名



報公県山岡成平 年 月 日 外号
さ
れ
て
い
る
場
合
は
修
了
確
認
期
限
延
期
証
明
書
，
前
回
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は

免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書
）
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

修
了
し
，
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

（
注
）

開
設
者
が
発
行
す
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修

証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
免
許
種
欄
は
，
教
諭
（
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
）
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
教
を
，
養
護
教

諭
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
養
を
，
栄
養
教
諭
免
許
状
に
対
応
す
る

講
習
の
場
合
は
栄
を
印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
（
複
数
あ
る
場
合
は
該
当
す
る

も
の
す
べ
て
を
印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
）
。

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

（
注
）

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関
及
び
職
名
欄
は
，
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空
欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

年
法
律
第

号
）
附
則
第
条
第
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

年
文
部
科
学
省
令
第
号
）
附
則
第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
，
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を

修
了
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
申
請
し
ま
す
。

有
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

更
新
講

習
修
了
確
認
証
明
書
，
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
条
第
項
第
号
の
確
認
証
明
書
（
修
了
確
認
期
限
が
延
期

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関

職
名

事
項

開
設
者

修
了
（
履
修
）
年
月
日

対
象
免
許
種

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
，
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

年
月

日

教
科
指
導
，
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

年
月

日
年

月
日

年
月

日

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄



報公県山岡成平 年 月 日 外号
さ
れ
て
い
る
場
合
は
修
了
確
認
期
限
延
期
証
明
書
，
前
回
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は

免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書
）
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

修
了
し
，
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

（
注
）
開
設
者
が
発
行
す
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証

明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

条
第

項
第
号
の
確
認
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

（
注
）

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関
及
び
職
名
欄
は
，
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空
欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

年
文
部
科
学
省
令
第
号
）

附
則
第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
，
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
年
法
律
第
号
）
附
則
第
条
第
項
第
号
に
規
定
す
る
確
認
を
申
請

し
ま
す
。

有
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

更
新
講

習
修
了
確
認
証
明
書
，
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
条
第
項
第
号
の
確
認
証
明
書
（
修
了
確
認
期
限
が
延
期

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

事
項

開
設
者

修
了
（
履
修
）
年
月
日

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
，
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

年
月

日

教
科
指
導
・
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

年
月

日
年

月
日

年
月

日

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関

職
名



報公県山岡成平 年 月 日 外号
し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

延
期
前
の
修
了
確
認
期
限

年
月

日

延
期
を
申
請
す
る
修
了
確
認
期
限

年
月

日

延
期
事
由

（
年
月
日

年
月
日
）

〔
証
明
者
記
入
欄
〕
（
注
）
上
記
の
延
期
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

上
記
の
者
は
，
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
条
第
項
に

規
定
す
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

年
月

日
印

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

年
法
律
第

号
）
附
則
第
条
第
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

年
文
部
科
学
省
令
第
号
）
附
則
第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
，
修
了
確
認
期
限
の
延
期
を
申

請
し
ま
す
。

有
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

更
新
講

習
修
了
確
認
証
明
書
，
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
条
第
項
第
号
の
確
認
証
明
書
（
修
了
確
認
期
限
が
延
期

さ
れ
て
い
る
場
合
は
修
了
確
認
期
限
延
期
証
明
書
，
前
回
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は

免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書
）
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
校
・
機
関

職
名



報公県山岡成平 年 月 日 外号
し
，
又
は
別
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
事
由

（
注
）
表
彰
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
，
表
彰
を
行
っ
た
主
体
も
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

〔
証
明
者
記
入
欄
〕
（
注
）
上
記
の
免
除
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

上
記
の
者
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
条
第
項
に
規

定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

年
月

日
印

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

免
許
状
更
新
講
習
免
除
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

年
法
律
第

号
）
附
則
第

条
第

項
括
弧
書
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
年
文
部
科
学
省
令
第
号
）
附
則
第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
，
免
許
状
更
新
講
習

の
受
講
の
免
除
を
申
請
し
ま
す
。

有
す
る
免
許
状

（
注
）

免
許
状
の
写
し
，
授
与
権
者
が
発
行
す
る
免
許
状
授
与
証
明
書
，

更
新
講

習
修
了
確
認
証
明
書
，
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
条
第
項
第
号
の
確
認
証
明
書
（
修
了
確
認
期
限
が
延
期

さ
れ
て
い
る
場
合
は
修
了
確
認
期
限
延
期
証
明
書
，
前
回
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は

免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書
）
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
，
枠
を
拡
大
し
，
若
し
く
は
行
を
追
加
し
て
記
入

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
校
・
機
関

職
名



報公県山岡成平 年 月 日 外号

免
許
状
の
有
効
期
間
の
末
日
又
は
免
許
状
更
新
講
習
修
了
確
認
期
限

年
月
日

様
式
第
号
（
第
条
関
係
）

証
明
書
再
交
付
申
請
書

年
月

日
岡
山
県
教
育
委
員
会
殿

（
注
）

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関
及
び
職
名
欄
は
，
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空
欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

年
岡
山
県
教
育
委
員
会

規
則
第
号
）
第
条
の
規
定
に
よ
り
，
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

再
交
付
を
申
請
す
る
証
明
書
（
該
当
す
る
証
明
書
を

印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
）

有
効
期
間
更
新
証
明
書

有
効
期
間
延
長
証
明
書

更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

条
第

項
第
号
の
確
認
証
明
書

修
了
確
認
期
限
延
期
証
明
書

免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書

破
損
し
，
又
は
紛
失
し
た
証
明
書
の
交
付
年
月
日

年
月

日

破
損
又
は
紛
失
の
理
由

有
す
る
免
許
状

岡
山

県
収

入
証

紙
消
印
を
し
な
い

こ
と
。

フ
リ
ガ
ナ

印
氏

名
生
年
月
日

年
月

日

現
住
所

電
話

本
籍
地

勤
務
（
予
定
）
校
・
機
関

職
名

種
類

番
号

授
与
年
月
日

授
与
権
者

免
許
状
に
記

載
の
氏
名

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地


